
 

 

 

 

 

 

 

～ ふくいの「働く」を支えます ～ 

  

令和６年度 

（行政運営方針） 

 

労働基準監督署 
ハ ロ ー ワ ー ク 
 

 
Fukui Labor Bureau 

 

青葉山(若狭富士)（高浜町） 

東尋坊（坂井市） 

三方五湖（若狭町） 

 

天空の城 越前大野城（大野市） 



 

福井労働局では、事業主からの申請を受け、各種認定を行っています。認定マークは、自社の商

品・広告などに使用できるほか、ハローワークの求人票に表示することができ、企業イメージの向

上や優秀な人材の確保につながる等のメリットがあります。また、公共調達の加点評価や低利融資

の対象となる場合があります。 
 

認定マーク 認定マークの概要  認定企業 

 

えるぼし認定 

女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し届出を行った

事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が

優良である企業としての認定です。認定基準に応じて３つ

の段階（★の数）があります。 

  

 

プラチナえるぼし認定 

えるぼし認定企業のうち、策定した行動計画の目標を達成

し、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が、特に優良

（女性の管理職比率や継続雇用割合が高いなど）である企

業としての認定です。 

 

トライくるみん認定 

くるみん認定の認定基準の引上げを踏まえ、改正前のくる

みん認定と認定基準を引継いだ形で新設されました。 

 

  

 

くるみん認定 

次世代育成支援対策推進法に基づき、策定した行動計画の

目標を達成し、一定の基準も満たしたことにより、「子育て

サポート企業」としての認定です。 

「くるみん」認定企業が、不妊治療と
仕事の両立に取組む場合に付与さ
れる認定マークが新設されました 

 

 

プラチナくるみん認定 

くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組（男性労働

者の育児休業等取得割合が高いなど）を行い、特に優良な

「子育てサポート企業」としての認定です。 

 

 

安全衛生優良企業認定 

労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取

り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業とし

ての認定です。 

 
 

― 

 

ユースエール認定 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況など

が優良な中小企業の認定です。「わかものハローワーク」や

「新卒応援ハローワーク」などで積極的にＰＲすること

で、若者からの応募増が期待できます。 
  

 

もにす認定 

障害者の雇用の促進や安定に関する取組などの優良な中

小企業の認定です。企業と障害者が、明るい未来や社会の

実現に向けて「と も  に  す すむ」という思いが込め

られています。 
  

 

☆ ★ ☆ 厚生労働省認定マーク ☆ ★ ☆ 

厚生労働省 

ＨＰ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/a03_4_6.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075611.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/news_topics/hellowork_oshirase/hellowork_guide/2368topics/ouen.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_120769.html


  
コロナ禍の３年間を乗り越え、我が国経済は改善しつつありますが、コロナ後の経済回

復に対応した人手不足の克服、継続的な賃上げ、多様な働き方の実現による持続的な成長
と分配の好循環を実現することが重要であります。こうした状況に対応するため、政府と
しては、三位一体の労働市場改革を進めるとともに、令和５年９月 27 日に策定した、「年
収の壁・支援強化パッケージ」や、令和５年 11 月２日に成立した総合経済対策により、多
様な人材の活躍促進や多様な働き方への支援のための諸施策を講じることとしています。 

一方、福井県は安定した雇用や共働き世帯が多いことから、民間のさまざまな「幸福度」
や「経済的豊かさ」ランキングにおいては全国上位となっていますが、実感が得られてい
ないとの意見もあることから、主観的な幸せの実感（ウェルビーイング）を高める取り組
みも求められています。 

このような状況を踏まえ、福井労働局は、令和６年度の行政運営方針として、労働者の
賃金引上げ支援、非正規雇用労働者の処遇改善、リ・スキリングによる能力向上支援、多
様な人材活躍と魅力ある職場づくりの柱立てに沿って、取り組むこととしています。 

福井労働局は、地域の総合労働行政機関として、福井県民の期待に真に応えていくため
に、労働局、労働基準監督署及びハローワークが一体となって、福井の「働く」を支えて
いきます。 
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　　　　　　　　 　　： ハローワーク三国　　　　　　電話 ： 0776-81-3262

　

●事業主の皆さまへ

雇用調整助成金の特例措置 問合せ先 ： 福井労働局助成金センター

雇用保険の特例措置 問合せ先 ： 住所を管轄するハローワーク

労働保険料等の納付 問合せ先 ： 福井労働局労働保険徴収室、所轄の労働基準監督署

　災害の発生に伴い、相当の損害を受けたため、納付期限内の労働保険料等の納付が困難になった場合は、納

付の猶予を受けることができる場合があります。

　令和６年能登半島地震に伴う災害により事業所が休止・廃止したため休業を余儀なくされ、

労働者に賃金（休業手当を含む）を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、

又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方が失業給付（雇用保険の基

本手当）を受給することができます。

石川県能登地方を震源とする地震への支援策
厚生労働省ホームページ ➡

　令和６年能登半島地震の影響により被害が発生していることを踏まえ、

特別相談窓口を設置し、労働相談に対応しています。

特別労働相談窓口

　　　　　　開設場所 ： 福井労働局　雇用環境・均等室　　電話 ： 0776-22-3363

　解雇や休業等に関する労働相談全般

学生等震災特別相談窓口

　　　　　　開設場所 ： 福井新卒応援ハローワーク　　電話 ： 0776-52-8170

　① 就職内定の取消しや入職時期の繰り下げ、就職活動に影響を受ける学生に対する相談

　② 地震の影響により広報・採用選考活動に支障が生じている事業主に対する相談

　③ ①及び②の学生等が在籍する学校等の進路指導担当教職員に対する相談

　雇用・労働について、被災者の皆様への支援・特例措置を講じております。

　令和６年能登半島地震の災害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者

に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。

助成対象期間は１年間です。特例措置、支給要件等の詳細はこちらを参照してください。

　【主な特例措置】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡

　①助成率の引上げ　　大企業：1/2 ➡ 2/3　中小企業：2/3 ➡ 4/5

　②支給日数の延長　　１年間で100日 ➡ １年間で300日

　③生産指標要件の確認期間　　３か月➡１か月

　④残業相殺、雇用量要件及びクーリング要件の撤廃

　⑤雇用保険被保険者期間６か月未満の労働者についても助成対象とする

　⑥計画届の事後提出を可能とする
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人材開発支援助成金の特例措置 問合せ先 ： 福井労働局助成金センター

雇用保険の基本手当の特例措置 問合せ先 ： 住所を管轄するハローワーク

労災保険請求 問合せ先 ： 福井労働局労災補償課、所轄の労働基準監督署

アフターケア受診 問合せ先 ： 福井労働局労災補償課

義肢等補装具の修理・購入費用の支給 問合せ先 ： 福井労働局労災補償課

●労働者及び事業主の皆さまへ（共通）

未払賃金立替払制度 問合せ先 ： 所轄の労働基準監督署

●Ｑ＆Ａ

　能登半島地震が激甚災害に指定されたことに伴う、雇用保険の特例措置について掲載してい

ます。詳しくは最寄りのハローワークにご相談ください。

●労働者の皆さまへ

　能登半島地震が激甚災害に指定されたことに伴い、

　　① ハローワークに来所出来ない場合は、｢失業の認定日の変更｣ができます。

　　② 他のハローワークでも雇用保険の手続きができます。

　　③ ｢災害時における雇用保険の特例措置｣があります。

　　④ 当該被災地域に居住している方であって、災害発生前から離職している方は、雇用保険求職者給付の

　　　  給付制限が短縮されます。

　「労災保険」による給付（治療や投薬、休業補償など）の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受け

るのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。

　アフターケア手帳（健康管理手帳）をお持ちの方が、手帳を実施医療機関に提示できなくても、氏名等をお

伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。

　社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方で、義肢等補装具が、き損・亡

失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。

　被災により助成金の申請が困難な場合は申請期限が猶予されます。また、地震の発生前から開始していた
訓練について、被災により訓練の修了が困難となっても、助成できる場合があります。

　お勤めになっていた企業（中小企業に限ります。）が、災害によって被害を受けたことなどにより、倒産状

態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度が利用できます。

令和６年能登半島地震に関する時間外・休日労働（労働基準法第 33 条第１項関係）のＱ＆Ａ

　災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、36 協定で定める

延長時間とは別に、時間外・休日労働を行わせることができます（労働基準法第33条第1項）。

　福井労働局ホームページでは、上記Q＆Aのほか、制度のポイント・手続き方法・許可基準を

ご案内しています。また、最寄りの労働基準監督署に相談できます。

令和６年能登半島地震における雇用保険の特例措置に係るＱ＆Ａ

（福井労働局HP）
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労働局では、さまざまな種類の助成金・給付金を扱っています。 
  

●雇用関係の主な助成金                     （問い合わせ先  職業安定部助成金センター）  
  

雇用調整助成金  

景気の変動等の経済上の事由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練又は出向によって、労働者の雇

用維持を図る事業主に助成されます。 

産業雇用安定助成金  

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して５％以上上昇させた出向元事業

主に対して助成されます。 

人材開発支援助成金  

雇用する労働者の人材育成のため、職務に関連した知識や技能に関する職業訓練等を実施した事業主に助成されます。 

特定求職者雇用開発助成金  

高齢者（60 歳以上）や障害者などの就職が特に困難な方をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して

雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成されます。 

トライアル雇用助成金  

就労経験のない職業に就くことを希望する求職者や、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワー

クまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。 

早期再就職支援等助成金  

事業縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対して再就職に資する支援を行った場合や、離職を余儀なくされた労働者を早

期に期間の定めなく雇い入れた上で賃金を 5％以上上昇させた場合、中途採用の機会拡大を行うなど、早期再就職等を支援する

事業主に対して助成されます。 

キャリアアップ助成金  

非正規雇用労働者の正規雇用転換、処遇改善等を行う事業主に助成されます。 

人材確保等支援助成金（テレワークコースを除く）  

介護福祉機器の導入等を通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に助成されます。 

  

●労働条件関係の主な助成金                         （問い合わせ先 下記の各課室）  
  
業務改善助成金  （雇用環境・均等室）  

事業場内最低賃金の引上げと、業務改善効果のある設備投資等を行う中小企業事業主に対して、その取組に要した経費の一部

が助成されます。 

働き方改革推進支援助成金  （雇用環境・均等室）  

年次有給休暇の取得促進、所定労働時間の短縮のための取組や勤務間インターバルの導入を行う中小企業事業主や、傘下企

業の生産性向上に向けた支援を行う事業主団体に対して、その取組に要した経費を一部助成します。 

人材確保等支援助成金（テレワークコース）  （雇用環境・均等室）  

良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企

業事業主に助成されます。 

受動喫煙防止対策助成金  （労働基準部健康安全課）  

既存特定飲食提供施設において労働者の受動喫煙を防止するために喫煙室等を設置する中小企業事業主に助成されます 

  

●両立支援関係の主な助成金                      （問い合わせ先  雇用環境・均等室）   
 

両立支援等助成金（出生時両立支援コース）  

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者に一定期間の育児

休業等を取得させた事業主に助成されます。 

両立支援等助成金（育児休業等支援コース）  

育児休業の円滑な取得・復職等、仕事と育児の両立支援に関する取組を行った中小企業事業主に助成されます。 

両立支援等助成金（育休中等業務代替支援コース）  

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業

取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事業主に助成されます。 

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）  

介護休業の円滑な取得・復職等労働者の仕事と介護の両立支援に関する取組を行った中小企業事業主に助成されます。 

両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）  

不妊治療のために利用可能な休暇制度等の環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させた中

小企業事業主に助成されます。 

主な助成金・給付金制度のご案内 
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　福井労働局は３部１室で構成し、労働基準監督署(4署)、ハローワーク(６所)があります。

〒910-8559　福井市春山1丁目1-54　福井春山合同庁舎（9階、14階）

〒910-0006　福井市中央3丁目1-5　　三谷中央ビル7階

〒910-0004　福井市宝永4丁目3-1　　サクラNビル8階

総務課

労働保険徴収室

（指導係）

TEL:0776(22)3947

（助成金係）

監督課

健康安全課

労災補償課

賃金室
TEL:0776(22)2691

職業安定課

　電子申請事務センター
　TEL:0776(43)1907

職業対策課

　助成金センター
　TEL:0776(22)2683

訓　練　課
TEL:0776(26)8610

需給調整事業室
TEL:0776(26)8617

労働基準監督署
（福井、敦賀、武生、大野）

ハローワーク
（福井、武生、大野、三国、敦賀、小浜）

雇用保険電子申請の審査事務を担当しています。

TEL:0776(26)8613

TEL:0776(22)2657

TEL:0776(22)2656

TEL:0776(25)0631(分室)

TEL:0776(26)8609

求職者・求人者に対する職業紹介、雇用保険適用・給付、各種雇用支援等
の業務を担当しています。

労災保険給付、被災労働者の社会復帰促進等事業、労災保険審査請求の
業務を担当しています。

最低賃金、最低工賃、賃金統計等の業務を担当しています。

職業紹介、職業指導、雇用保険制度、新規学卒者・若年者の雇用対策等
の業務を担当しています。

高齢者・障害者・外国人・建設労働者の雇用対策、助成金等の雇用支援を
担当しています。

職業対策課で取り扱う各種助成金の支給に関する業務を担当しています。

労働保険（労災保険及び雇用保険）の届出等、労働保険料の徴収等の業
務を担当しています。

庶務、会計、人事、情報公開法等の業務を担当しています。

労働局の施策の企画・立案、総合調整、広報を担当しています。また、労働
に関する相談、働き方改革や女性活躍、仕事と家庭の両立支援等の業務を
担当しています。

賃金、労働時間等の法定労働条件の確保等の業務を担当しています。
「外国人労働者相談コーナー」を併設しています。

労働災害防止等の職場における安全確保対策、メンタルヘルス・健康管理
等の職場における健康確保対策、ボイラー等の特定機械の検査、労働安全
衛生法に基づく免許証交付申請の受付等の業務を担当しています。

求職者支援訓練等の職業訓練業務、生活保護受給者等の生活困窮者に
対する就労支援業務及びジョブ・カード制度普及の業務を担当しています。

労働時間・賃金の支払等労働条件に関する監督指導、職場の安全衛生、
健康管理に関する指導、労災保険の各種給付を担当しています。

TEL:0776(22)2655

労働者派遣事業、職業紹介事業、労働者供給事業の業務を担当していま
す。

労災補償課分室所在地

福 井 労 働 局 所 在 地

福井労働局の組織と主な業務

助 成 金 セ ン タ ー

TEL:0776(22)0112

TEL:0776(22)0221

TEL:0776(22)2652
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■福井労働基準監督署
〒910-8542福井市開発1-121-5

■敦賀労働基準監督署
〒914-0055敦賀市鉄輪町1-7-3 敦賀駅前合同庁舎2階

■武生労働基準監督署
〒915-0814越前市中央1-6-4

■大野労働基準監督署
〒912-0052大野市弥生町1-31

■ハローワーク福井
〒910-8509　福井市開発1丁目121-1

●ハローワーク福井マザーズコーナー
〒910-8509　福井市開発1丁目121-1 

●福井新卒応援ハローワーク
〒910-8509　福井市開発1丁目121-1

●福井ヤングハローワーク

■ハローワーク武生
〒915-0071　越前市府中1-11-2 平和堂アル・プラザ武生4階

●ハローワークプラザさばえ
〒916-0027　鯖江市桜町2-7-1 嚮陽会館1階

●ハローワークたけふマザーズコーナー
〒916-0027　鯖江市桜町2-7-1 嚮陽会館1階

■ハローワーク大野
〒912-0087　大野市城町8-5

●勝山市地域職業相談室

■ハローワーク三国
〒913-0041　坂井市三国町覚善69-1

■ハローワーク敦賀
〒914-8609　敦賀市鉄輪町1-7-3 敦賀駅前合同庁舎1階

■ハローワーク小浜
〒917-8544　小浜市後瀬町7-10 小浜地方合同庁舎1階

■福井労働局総合労働相談コーナー（９階） TEL：0776(22)3363

■福井総合労働相談コーナー（福井労働基準監督署内） TEL：0776(91)1686

■敦賀総合労働相談コーナー（敦賀労働基準監督署内） TEL：0770(22)0745

■武生総合労働相談コーナー（武生労働基準監督署内） TEL：0778(23)1440

■大野総合労働相談コーナー（大野労働基準監督署内） TEL：0779(66)3838

総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーでは、労働者や事業主の方からのご相談を面談あるいは電話でお受けしています。

TEL：0778(22)4078

TEL：0778(51)8800

TEL：0778(51)8821

TEL：0770(22)4220

TEL：0770(52)1260

〒911-0811　勝山市片瀬町1-402 勝山市市民交流センター2階

TEL：0779(66)2408

TEL：0779(88)1286

TEL：0776(81)3262

 労働基準監督署

 ハローワーク

TEL：0776(54)7722

TEL：0770(22)0745

TEL：0778(23)1440

TEL：0779(66)3838

TEL：0776(52)8150

TEL：0776(52)8157

TEL：0776(52)8170

TEL：0776(34)4700〒918-8580　福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ビル1階
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福井労働局では、法令・通達等の改正の情報、月ごとの雇用失業情勢や労働災害発生状況等の 

速報等、福井労働局で発表している最新情報をホームページに掲載しておりますので、ご活用ください 

 

福井労働局X(旧 Twitter) 
 

最新情報を随時発信してい 

ますので、ぜひご活用ください 

＠fukui_labour 

 

 

 

         

 

福井労働局ホームページのご案内 

 


















